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令和７年２月２５日 

 

松本市上下水道事業経営審議会 



１ はじめに 

  松本市水道事業は、全国の水道事業と同様、今後、多くの施設

や管路が更新時期を迎え、それらの更新や耐震化に多額の費用が

必要となる一方で、人口減少や節水機器の普及等に伴う水需要の

減少により、水道料金収入も減少傾向にあり、経営環境は厳しさ

を増しています。また、地震や台風等の自然災害も近年多発して

おり、その対策として、施設等の更新・耐震化を着実に行う必要

があります。  

  これらの課題に対応すべく、水道事業の基本理念や目標等を設

定した「第２期松本市水道ビジョン」の策定（令和２年度）や経

営の基本計画である「松本市水道事業経営戦略」の見直し（令和

４年度）などを行い、水道の恩恵が将来にわたって享受できるよ

う水道事業運営に取り組んでいます。  

また、これまでに様々な経営努力等に取り組み、消費税及び地

方消費税の引上げに伴う水道料金の改定を除くと、昭和６３年度

以降、現在までの３６年間、値上げの改定を行わず、むしろ、経

営状況に合わせ、その間に２度の値下げの改定を行っています。  

この結果、昭和６３年と令和６年を比較すると、消費者物価全

体では、２７．６％上昇していますが、松本市の水道料金につい

ては、０．７％（一般家庭で１か月当たり２０㎥使用した場合）

の上昇にとどまっています。  

  しかし、最近では、エネルギー価格を始め、急激な物価高騰等

の影響により、事業経費が大きく増加しています。  

  全国的にも同様の状況であるため、近年、多くの水道事業体が

水道料金を改定し、値上げをしています。  

  本審議会では、上述した状況を踏まえて、将来を見据えた持続

可能な松本市の水道事業の実現に向け、健全な財政運営の確保に

必要な料金水準及び料金体系を検討するため、松本市の適正な水

道料金等の在り方について多角的な視点から慎重に審議を行い、

その結果について次のとおり答申します。  
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２ 答申内容 

⑴  料金体系  

現行どおり、基本料金と従量料金から構成される｢二部料金

制｣とする。基本料金は口径別料金体系（基本水量無し）、従量

料金は均一料金制（小口径は区画別逓増料金制）とする。  

 ⑵  料金算定期間  

   令和８（２０２６）年度から令和１１（２０２９）年度まで

の４年間とする。  

 ⑶  料金平均改定率  

   ２０．１１％引き上げることが妥当である。  

 ⑷  改定時期  

   令和８（２０２６）年４月１日とすることが妥当である。  

 

 

３ 答申経過 

 ⑴  料金改定の必要性  

   水道事業は、独立採算の原則により、水道料金を事業費用に

充て、事業運営を行う必要がありますが、水道施設や管路の更

新、耐震化に多額の費用が必要となることや水需要の減少に伴

う給水収益の減少によって、経営環境は厳しさを増すことが予

想されます。  

   今後の財政収支の見通しは、資金残高が大幅に減少し、最低

限必要な資金が確保できなくなることから、事業の継続が困難

となる見込みです。  

   このような状況の中、健全な水道事業運営を継続し、将来に

わたって水道の恩恵が享受できるように、安定的な事業運営に

必要な財源を確保するため、料金改定が必要となっています。  

 ⑵  料金改定時期  

   今後１０年間の本市水道事業の財政状況を推計した令和６年

度中期財政計画では、令和７年度収益的収支に損失が発生し、

その後も継続的に赤字が続く見込みとなっています。  
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   料金改定を行わない場合、令和１１年度に内部留保資金がな

くなり、水道事業運営の継続が困難となる見込みです。  

   給水収益確保に向け、水道料金を改定するに当たっては、水

道使用者への周知を行い、十分理解していただく期間が必要で

あることから、料金改定の時期を令和８年４月１日とすること

が妥当であると判断しました。  

 ⑶  料金改定率  

   水道料金負担の期間的公平性と安定性から、料金算定期間

は、令和８（２０２６）年度から令和１１（２０２９）年度ま

での４年間とすることが妥当であると判断しました。  

   水道施設の計画的な更新等の原資として内部留保すべき資産

維持費は、本市における今後の更新需要の見込みと将来世代の

負担を考慮し、対象資産（将来的に維持すべきと判断される償

却資産）の１％を計上すること、また、水道料金に求められる

適正な原価を算出するため、財政計画から営業費用及び支払利

息を計上するとともに、資産維持費を合わせた総括原価（料金

水準）を算定し、水道料金を平均２０．１１％引き上げること

が妥当であると判断しました。  

⑷  料金体系  

   水道水の供給体制維持のため、使用水量の有無に関係なく、

固定的にかかる経費として負担してもらう基本料金と、使用し

た水量に応じて必要となる経費を負担してもらう従量料金から

構成される現行の「二部料金制」が妥当であると判断しまし

た。  

   基本料金は、負担の公平性から、メーター口径に応じて原価

を配賦し、料金を設定する現行の口径別料金体系とすること、

また、基本料金に基本水量を設けないことが妥当であると判断

しました。  

   従量料金は、個別原価主義の立場から、１㎥当たりの単価を

均一とすべきではありますが、現行において、小口径について

は、生活用水に配慮して、区画別逓増料金制としていることを
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踏まえ、引き続き、生活用水に配慮した均一料金制とすること

が妥当であると判断しました。  

⑸  総括原価の配分  

   水道料金算定要領に示された基本料金と従量料金への配分方

法に基づき、総括原価の約９割を占める固定費の配分基準を用

いて算定したところ、いずれの配分割合も、現行の割合と大き

く異なったことから、水道使用者への影響を考慮し、現行に最

も近い割合となる配分基準を選択することが妥当と判断しまし

た。  

   この結果、基本料金による回収額は増えましたが、従量料金

による回収額は現行とほとんど変わらなかったことから、生活

用水に配慮した従量料金は据え置くこととし、基本料金によっ

て引上げ分の費用を回収することとしました。なお、口径によ

る公平性を考慮し、各口径の基本料金改定率は、ほぼ同率とす

ることが妥当と判断しました。  

 

  ※  水道料金算定要領：地方公営企業法に沿った水道料金算定基準を  

明らかにしたもので、公益社団法人日本水道協会が作成しています。  

 

 

４ 附帯意見 

 ⑴  水道料金の定期的な検証  

   消費税及び地方消費税の引上げに伴う改定を除き、松本市の

水道料金は、３６年もの間、値上げの改定を行ってきていませ

ん。  

   この間、事業経営に努力し、水道料金を据え置いてきたこと

は評価に値します。今後も、水道ＤＸへの取組みや施設規模の

適正化など、経営努力をさらに重ね、経費削減に努めることが

求められます。  

   ただし、長期にわたる料金の据置きが、改定率の大幅な上昇

を招く場合もあります。  
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   今後は、社会経済情勢を踏まえながら、将来世代に負担を先

送りすることなく、永続的に健全な運営ができるよう、原則と

して４年ごとに料金の見直しを行うことを提言します。  

⑵  周知の方法  

   市民のほとんどが水道使用者であり、料金改定は、日常生活

に影響する重要な情報といえます。  

   そのため、できる限り全ての水道使用者へ周知できるように

広報誌やＳＮＳなどを用いて、広く情報発信できる方法を検討

されることを提言します。  

   また、料金改定が必要な理由などについても、市民の理解が

得られるように、わかりやすく、丁寧に情報提供されることを

併せて提言します。  

⑶  料金体系について  

   水道事業を継続するためには、安定した給水収益が必要とな

ります。今回の料金改定は、必要な総括原価を算定した結果、

水道料金の引上げを提言するものです。  

   なお、水道料金算定要領の配分方法により、総括原価の多く

を占める固定費については、基本料金による費用回収割合が現

行よりも増えることとなり、基本料金を引き上げることになり

ますが、結果として安定した収入確保に資するものと考えま

す。  

   今後も料金改定に当たっては、生活用水の低廉化という料金

設定の目的などを勘案するとともに、松本市にふさわしい料金

の在り方について、継続的に検討されることを提言します。  

 ⑷  公衆浴場の水道料金  

   公衆浴場の入浴料金は、物価統制令により上限が定められて

いるため、料金改定は容易に行えないことなどに配慮して、従

量料金１㎥当たりの単価を５０円（税抜）均一としています。  

   しかし、近年、エネルギー価格を始めとする物価高騰などの

影響により、公衆浴場は、厳しい経営状況となっています。  

また、松本市の公衆浴場が有収水量全体に対し占める割合は

約０．０１％、料金収入全体では約０．０５％と、水道事業経
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営に与える影響も小さいことから、できる限り負担が増えない

よう引き続き配慮すべきと考えます。  

 ⑸  その他  

   臨時給水及び共用給水装置の従量料金単価については、使用

実績がほとんどないことから、今回の料金改定は見送ることと

します。  

 

 

５ おわりに 

  水道事業は、市民生活や経済活動に必要なライフラインとし

て、安全安心そして安定した水道水の供給が求められています。  

  今後も、市民の信頼を得られるよう、将来にわたり持続可能な

水道事業経営に努めていただきたいと思います。  

  また、この答申で示した「松本市の適正な水道料金等の在り

方」が、松本市水道事業の今後の健全な運営の継続に寄与し、安

全安心でおいしい水道水を次世代に引き継ぐことができることを

期待します。  
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水道料金表（案）  

（ 1 か月当たり、税込）  

基本料金   従量料金  

口径  改正前  改正後  種別・用途別  水量区分  
１㎥  

当たり  

13 ㎜  858 円  1,320 円   

専  

用  

給  

水  

装  

置  

 

一  

般  

用  

口径  

25 ㎜以下  

10 ㎥以下の部分  71.5 円  

20 ㎜  2,090 円  3,212 円  10 ㎥を超え  

20 ㎥以下の部分  

115.5 円  

25 ㎜  3,850 円  5,918 円  

30 ㎜  8,250 円  12,683 円  20 ㎥を超える部分  176 円  

40 ㎜  14,300 円  21,967 円  口径  

30 ㎜以上  

 176 円  

50 ㎜  22,000 円  33,781 円  

75 ㎜  52,800 円  81,081 円  浴場営業用   55 円  

100 ㎜  90,200 円  138,512 円  臨時給水   440 円  

150 ㎜  198,000 円  304,040 円  共用給水装置   71.5 円  
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【審議経過】  

  当審議会では、中期財政計画や予算・決算、中核市及び県内各

市の状況など、本市の水道事業を取り巻く諸情勢を総合的に勘案

し、慎重に検討しました。  

 

【平成３０年度～令和５年度】  

開催年度  (回数 ) 主な議題  

平成３０年度 (１回 ) 審議会の目的・組織構成、上下水道事業の概要など  

 

令和  元年度 (２回 ) 平成３０年度決算・令和元年度中期財政計画の概要、

上下水道施設の視察など  

令和  ２年度 (３回 ) 第２期松本市水道ビジョン案、令和元年度決算・令和

３年度予算の概要など  

令和  ３年度 (１回 ) 令和２年度決算・令和３年度中期財政計画の概要、Ｄ

Ｘ推進事業など  

令和  ４年度 (２回 ) 令和４年度予算・令和５年度予算、経営戦略の改定、

水道事業会計の現状と課題など  

令和  ５年度 (３回 ) 水道事業の経営状況、経営比較分析、令和５年度中期

財政計画など  

 

《令和６年６月３日の諮問以降》  

【令和６年度】  

開催日  主な議題  

第１回  令和６年   ６月   ３日  諮問「松本市の適正な水道料金等の在り方

について」  

第２回  令和６年   ８月２９日  水道料金体系について  

 

第３回  令和６年１０月１８日  適正な水道料金の設定について  

 

第４回  令和６年１２月１７日  答申案の検討  

 

第５回  令和７年   ２月１３日  答申案の審議  
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令和６年度 松本市上下水道事業経営審議会委員  
 

氏名  所属・役職  備考  

会長  山沖  義和  
信州大学名誉教授  

ＳＢＩ金融経済研究所㈱  特任研究員  
財政、金融、経済の有識者  

委員  山口  正雄  
関東信越税理士会松本支部  

税理士  
経営、会計の有識者  

委員  柳澤  勝久  
長野県経営者協会中信支部  

副支部長  
大口使用者の視点  

委員  小林  磨史  
松本旅料飲食団体協議会  

顧問  
大口使用者の視点  

委員  岩垂  学  
松本商工会議所  

総務部長  

上記に含まれない使用者の視

点  

委員  猪股  やよい  
松本市女性団体連絡協議会  

副会長  
女性の視点  

委員  村山  修  
松本市社会福祉協議会  

常務理事兼事務局長  
地域福祉を推進する視点  

委員  小林  弘也  
松本市町会連合会  

副会長  
地域福祉を推進する視点  

委員  藤井  佳子  市民公募  一般使用者の視点  
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